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教教育育福福祉祉論論かかららみみるる児児童童養養護護施施設設でで暮暮ららすす子子どどももたたちちのの教教育育課課題題  

 

宇田	 智佳	

 

 

 

 

 

11.. ははじじめめにに		
	

教育福祉論は，「今日の社会福祉とりわけ児童福祉サービスのなかに，実態的にはきわめ

て曖昧なままに放置され，結果的には軽視され剥奪されている子ども・青年さらに成人の学

習・教育保障の体系化をめざす概念」（小川・高橋 2001,	p.2）を指す。教育福祉論は，福
祉の名の下に子どもの学習・教育の権利が軽視され，教育の名の下に子どもの福祉が忘れさ

られていることを問題視し，それらを「教育と福祉の谷間」の問題として捉え，特に高度経

済成長以降にその考え方が注目されてきた（市川 1975;小川・高橋 2001）。ここでいう教育
とは，「人間形成をあるべき方向に向かって目的意識的に組織する営みのことであり，福祉

とは，健康で文化的な生活を営むための社会的な条件・基盤およびそれをつくる営み」（小

川・高橋 2001,	p.19）のことである。具体的な問題の対象としては，保育一元化問題や障
害者・夜間中学・被差別部落問題，養護や教護（1）の問題がある。	

本稿では，そのうち「『福祉』の限定された対象とされている人々」（同上,	p.17）の例と
して児童養護施設で暮らす子ども（以下，施設入所児）たちを取り上げ，教育福祉論の視点

から，施設入所児たちの教育をめぐる課題を明らかにしていきたい。	

児童養護施設は，社会的養護を担う施設の一つである。社会的養護とは，「保護者のない

児童，被虐待児など家庭環境上養護を必要とする児童などに対し，公的な責任として，社会

的に養護を行う」ことである（厚生労働省 2018）。児童養護施設は，「保護者のない児童（乳
児を除く。ただし，安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には，

乳児を含む。），虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて，これを養

護し，あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とす

る施設」（児童福祉法第 41条）であり，概ね 2〜18歳の児童の養育を行なっている。	
「教育福祉」の意義を整理した市川（1975）によると，「教育福祉」は「広義の教育サー

ビスに含まれる社会福祉的サービス」，「教育がもたらす経済福祉的帰結」，「教育およびその

結果が有する相対的福祉機能」という 3つの意味を内包しているという。このうち，3つ目
の「教育内部の福祉機能」と並んで市川（1975,	p.22）は，「こんにち，生活の最低限保障
には，かならず教育の最低限の保障がともなっている」とし，「福祉内部の教育機能」に注

目することもまた重要であると指摘している。市川の議論を整理した倉石（2018）は，この
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福祉内部の教育機能について，今日的視点からみても重要であるとして，児童養護施設を例

として挙げている。ここに，児童養護施設における教育を議論する意義を再確認できる。	

以上から，本稿では，施設入所児たちの教育権の保障をめぐる課題を，教育福祉論の視点

から明らかにしていくことする。	

2節では，戦後から子どもの貧困が注目され始める 2010年代までの児童養護施設の歴
史を教育福祉論の視点から整理していく。続く 3節では，2010年代以降の施設入所児た
ちの教育課題を明らかにしていく。最後の 4節では，社会福祉学と教育社会学それぞれで
どのような点が重視されてきたかを整理し，児童養護施設を対象とした教育社会学的研究

の意義について述べたい。	

		

22..		教教育育福福祉祉論論かかららみみるる児児童童養養護護施施設設のの歴歴史史		
		

	 小川（2001）は，教育と福祉をめぐる問題を古くて新しい歴史的課題であるとし，戦後
まで遡るとしている。本稿の対象である児童養護施設に焦点を当て，教育福祉論の立場か

ら，戦後から現在までどのように児童養護施設の子どもたちをめぐる教育と福祉の課題が

捉えられてきたのかを整理していきたい。	

	 敗戦後，児童養護施設（2）には，戦災による「浮浪児や家出児童，捨児」（土屋 2014, p.13）
たちが生活をしていた。つまり，この時期に孤児院で生活する子どもたちは「主に戦災，食

糧難を含む生活難などの社会構造や社会変動自体」（土屋 2016, p.21）によって孤児となっ
ており，「貧困や問題行動などの特殊な条件下にある児童の『保護』という観点」（園井 2013, 
p.14）から捉えられていた。 
	 その後，1960年代半ばになると，高度経済成長に伴って比較的安定した生活を送ること
ができる家庭が増加し，孤児が減少したことから児童養護施設の数の縮小を主張する「施設

縮小論」が唱えられるようになる。ところが，実際には主に都市部では「核家族化の進行や

共働き世帯の増加などに伴う，地域・家庭における人間関係の希薄化」（堀場 2013, p.48）
を背景とし，幼児の入所が増加していた。農村部では「出稼ぎ，集団就職による労働力の大

移動とその下での過酷な労働や生活苦により，父母の『行方不明』『長期入院』」（同上, p.273）
による入所が増加していた。さらに，同時期にマスメディアが幼児遺棄を頻繁に取り上げ，

幼児遺棄が社会的な問題となると，全国養護施設協議会はそれらの記事を引用しながら，

「劣悪な家庭環境にある子ども」（土屋 2016, p.169）にとって「児童養護施設が『避難場
所』として位置づけられる」（同上, p.168）として「施設必要論」を主張し，「施設縮小論」
と対立していた。つまり，高度経済成長期は，児童養護施設の必要性が問い直された時期で

あると言える。 
	 一方，この時期の児童養護施設で生活する子どもたちの教育課題に視点を移してみると，

教育課題は後景化していると言える。例えば，高校進学率をみると，1970年の調査では，
この時期の一般家庭の子どもたちの高校進学率が 80%を超えている（文部科学省 2010）の
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に対して，児童養護施設のたちの高校進学率は 23.3%であった。しかし，「1973年に『養護
施設入所児童等の高等学校への進学の実施について』という高校進学を奨励する旨の通達

を厚生省が出したことと，1975年に特別育成費の支弁が可能になったことという制度的な
要因」（坪井 2011, p.74）によって，高校進学率は徐々に上昇し（3），2000 年には高校進学
率が 82.8%にまで上昇している。以上をまとめると，高度経済成長期に児童養護施設で生活
をしている子どもたちの教育権の保障の問題，とりわけ進路保障の課題があるにもかかわ

らず，具体的な施策に反映され，一定程度まで施設入所児たちの進路保障がなされるには長

い時間を要したことがわかる。加えて，現在は高校進学率の上昇が見られるものの，それで

もなお，児童養護施設で生活をする子どもたちの高校進学率は全国平均と比べて依然とし

て低い状態のままであると言える。 
バブルが崩壊した 90年代に入り，「児童虐待」という言葉が社会的に認知され，2000

年に児童虐待防止法が制定される過程で，「施設縮小論」と「施設必要論」の対立は解消

されていった（土屋 2016）。つまり，児童虐待の注目に相まって，児童養護施設が「その”
受け皿”として社会的関心」（合田 2014, p.14）を集め，役割が拡張変化していったのであ
る。児童虐待の背景には，バブル崩壊による「不況や雇用の不安定化の下で親の労働環境

が悪化し，社会的に孤立して心身をやみ，子どもを虐待・放任するに至るほど，追い込ま

れる状況が増加した」（堀場 2013, p.273）ということが挙げられる。児童虐待が社会問題
化するにつれ，被虐待児も多く生活する児童養護施設への注目も高まっていくこととな

る。しかし，虐待と児童養護施設が結びつけられた研究は，いかに施設入所児個人を虐待

のトラウマから回復させるかといった心理学的・福祉学的な視点のものが中心である（蘇

2014；谷口 2011など）。したがって，児童養護施設の子どもたちの教育問題が取り上げら
れることは少なかったと言える。 
さらに近年では，「子どもの貧困」が社会問題化し，経済的困難を背景として入所に至

るケースも増えている。「子どもの貧困」が注目され始めた 2010年代以降の児童養護施設
をめぐる教育と福祉をめぐる課題については詳しくは次節で述べていきたい。 
本節の議論をまとめると，「児童養護施設の実際的な役割は，社会情勢の変化を背景と

する社会要請によって特徴付けられる」（田中 2004, p.32）ことが指摘できる。一方で施
設入所児たちの高校進学率が低い状況であったにもかかわらずそれら教育課題は後景に退

いていたと言える。 
	

33..		教教育育福福祉祉論論かかららみみるる児児童童養養護護施施設設のの現現状状		
		

11)) 		低低いい教教育育達達成成とと大大学学進進学学率率		
バブル崩壊後の 1990 年代以降の日本における福祉国家の揺らぎ（宮本 2015）を背景と

した施設退所後の不安定な生活に結びつくとして，徐々にではあるが，施設入所児たちの低

い教育達成が児童養護施設に関する研究の議論の俎上に乗せられてきている（高口 1993な
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ど）。とりわけ，2010年代以降の「子どもの貧困」への注目から，貧困や虐待を背景に入所
する施設入所児たちの教育権の保障という観点から高校や大学への進学率の問題が再び取

り上げられるようになっている。	

前節では，高校進学率の上昇について言及したが，高校進学をしたとしても施設入所児

たちの中退率が高いことも報告されている（高口 1993）。「高校への進学が実質的に義務
化段階にあり，高卒資格を持たないことは社会的に大きな不利益を被る」（同上, p.72）こ
とになる今日的状況を鑑みると，施設入所児たちの高校進学率の低さや高い高校中退率は

退所後の生活にまで影響を及ぼす大きな問題と言えるだろう。 
さらに，大学進学率についてみてみると，高等教育への進学は全国平均との差は大きく，

多くの課題があると考えられる。全国児童養護施設協議会（2015）による調査では，2014
年度の全高校卒業者の進路のうち，進学が 71.2％（大学・短大・専門学校含む）であるのに
対し，施設退所者の進学率は 24.5％と全国平均の 1/3 程度であることがわかる。高校卒業
後の進学においても施設入所児たちは大きな困難を抱えていることがわかる。 
	 それでは，施設入所児たちの低い高校進学率や高校中退は何を意味するのだろうか。施設

入所児たちにとって，高校を進学すること/在籍していることが施設入所を継続できる手段
となる。つまり，施設入所児たちは高校に進学できなかったり，中退したりすると，その時

点で施設を退所しなければいけない場合が多いのである。「進路保障とは，在園保障」（3）（谷

口 2011, p.135）なのであるが，低学力の子どもや学校や施設からの援助が必要な子どもほ
ど，進路保障も在園保障も叶えられないという「『養護の矛盾』を孕んでいる」（同上, p.135）
ことが大きな課題なのである。つまり，家庭を頼ることが難しい施設入所児たちが学校を離

れることは施設を離れることを意味する。施設を離れると，子どもたちは一人で生き抜いて

いかなければならない。しかし，自立の準備が万全にできていない状況での退所は，より多

大な困難を伴うことは想像に難くないだろう。以上を踏まえると，教育課題は施設入所児た

ちの生活を大きく左右していると言える。 
	 このような教育課題に対して児童養護施設はどのような手立てを講じているのだろう

か。児童福祉法第 44条第 2項には，「児童養護施設における学習指導は，児童がその適性，
能力等に応じた学習を行うことができるよう，適切な相談，助言，情報の提供等の支援によ

り行わなければならない」とあり，近年では，独自に学習時間を設定したり，学習ボランテ

ィアを呼んだりするなどの就学支援を行っている施設も増えてきている。 
 
22））  児児童童養養護護施施設設ににおおけけるる教教育育のの位位置置づづけけ  

児童養護施設での学習時間の設定が広まってはいるものの，施設職員は子どもとの信頼

関係や子どもの基本的な生活習慣の確立が最優先であるため，学習や進学の支援にまで職

員の手が回らない状況（坪井 2013）が指摘されており，さらに子どもたち一人一人に対し
て学習支援を十分に行えているとは言い難い職員の労働環境が明らかにされている。また，

基本的生活習慣を確立しても，施設の子どもたちの学習意欲が低い（松本 1987）場合や，
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職員が「子どもに宿題を早く行うよう急かすといった『場当たり的な』働きかけを繰り返

す」（山口 2013, p.233）ことも少なくなく，施設内は総じて「勉強する雰囲気ではない」（西
田 2011, p.78）と言える。 
さらに，児童養護施設は施設入所児たちの自立支援を担っているという点に着目した岡

田（2017）は，貧困や社会的排除などの課題解決にあたり，自立支援とも関連しながら教育
的役割を担うことが児童養護施設にも強く期待されていることを指摘している。しかし，実

際には自立支援のなかでも経済的自立や心理的自立などが優先され，そのような視点から

の生活の立て直しに重きが置かれる傾向が依然として強い。そのため，教育的側面から自立

支援を考えるという意識が施設職員の間では低いと言える。 
以上のことから言えるのは，児童養護施設の教育課題への取り組みは緒に就いたばかり

であり，課題も山積しているということである。 
教育達成の低さや，児童養護施設における教育課題への取り組みについては依然として

課題が残るものの，施設出身者の中にはわずかではあるが，大学まで進学し，高学歴を達

成した者もいる。高学歴を達成した要因として長瀬（2011）は，「進学は可能である」と
いうイメージを持つこと，夢を持てたこと，目指すべき職業モデルや目標の存在，奨学金

の利用などを挙げている。しかし，これらは偶発的な出会いや限定的なモデルであること

から，依然として施設入所児全体に開かれたものではない。 
	

33））		生生育育環環境境とと一一時時保保護護所所ににおおけけるる教教育育権権のの保保障障ををめめぐぐるる問問題題		

	 さらに教育権の保障という点では，児童養護施設の子どもたちの入所以前にも教育権が

保障されていたとは言い難い状況がある。入所の過程に沿ってどのような教育課題が考え

られるのかを整理していく。	

まず，生育家庭においては，教育資源の不足や不利な環境によって低学力が強いられた

ものであるという指摘がなされている（西田 2011）ことから，教育権の保障が難しかった
ことが推察される。	

続いて，生育家族と離れる形で施設入所児たちは一時保護所で生活をすることとなる。一

時保護所での教育権の保障について，茂木（2018, p.157）は，一時保護所が広域的に子ど
もを保護することから多くの場合学校に登校させていないことを挙げ，「子どもの教育を受

ける権利の保障として問題になる点」であると指摘している。さらに，「教育方法にスキル

のない児童指導員，保育士などの無資格の職員による教科教育であること，日常のプリント

学習ばかりの教育方法であること，学ぶ教科がきわめて限定的であること」（同上, p.157）
もまた施設入所児たちの教育権の保障をめぐる課題として挙げている。 
つまり，施設入所児たちは，児童養護施設入所に至る以前より教育面で課題が残ってお

り，施設入所によってそれらを補うことは難しいことから，学習面での困難が蓄積する形で

義務教育終了後における低い教育達成へと帰結すると考えられる。 
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44..		おおわわりりにに		
		

本稿では，教育福祉論から児童養護施設で暮らす子どもたちの教育課題について整理し

てきた。まず，教育福祉論の視点から児童養護施設入所児たちの教育課題の歴史を概観し

た。施設入所児たちの教育課題は，高校進学率の問題として高度経済成長期以降，問題視

されてきているものの教育課題への注目は相対的に低かった（2節）。2010年代以降の子
どもの貧困への注目や，社会的排除の観点から，施設入所児たちの教育権をめぐる課題が

再び注目されるようになる。現在の教育課題として挙げられるのは，低い教育達成および

高い高校中退率，児童養護施設における教育への意識の薄さ，生育環境における教育資源

の不足，一時保護所での未就学などである（3節）。これらの課題の解消に向けた制度が今
後求められるだろう。	

最後に，社会福祉学と教育社会学のそれぞれの考え方を参考に，今後の児童養護施設を対

象とした教育社会学的研究の意義について述べておきたい。社会福祉学においては，「『価

値』や『倫理』が重要」（児島 2012,	p.25）とされており，「社会福祉の方向を定めるもの
が『価値』であり，価値に基づいて行う支援の『正しさ』や『善さ』の基準となるものが『倫

理』である」（同上,	p.25）。児童養護施設の現状を扱った研究は，社会福祉学の分野を中心
に蓄積が進んできたと言えるが，西田（2011,	p.201）は社会福祉学という学問分野の特性
として，副田（2008）の指摘を引用しながら，「現状認識が規範的なものになりがちで，問
題とされるべき事象について『あってはならないこと』と非難するにとどまり，現状をその

ような形で生み出してしまう条件，メカニズムの解明には向かわない」とし，批判的で詳細

な現状把握と過程に着目することの必要性に言及している。	

一方，教育社会学は，福祉社会学にみられるような価値判断があまり行われてくることが

なく（倉石 2017），西田が述べているような現状把握に重点を置きながら研究の蓄積がなさ
れている。児童養護施設を対象とした教育社会学分野における研究も徐々に蓄積が進んで

きている。例えば蓮尾・鈴木・山川（2012）による研究は示唆に富む。そこでは，学校や教
師が「子どもを虐待家庭から分離し，一般には安全と思われ，衣食住が保障された施設に収

容したことで，教員は『ひとまず安心』と受け止める傾向」（同上，p.365）があり，「『一般
生徒と変わらない入所児』という見方」（同上，p.366）も強いことから，学校生活における
課題が見えにくくなっている現状が鋭く指摘されている。さらに，西田（2011）は，社会的
排除の視点から，施設退所者へのインタビューを通して施設入所児たちの学校経験に迫り，

「家族依存社会」のなかで施設入所児たちが学校では周囲から偏見を伴ったまなざしを向

けられていることを明らかにした。	

以上のような一連の教育社会学分野における児童養護施設の現状を捉えた研究は，施設

入所児たちの抱える多元的な課題を描き出している。その上で，施設入所児たちの課題の解

消に向けた政策や制度への示唆を提出している。本稿の議論に引き寄せるならば，施設入所

児たちの教育権保障をめぐる現状を捉え，実態に沿った政策や制度へ反映させることが重
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要であり、児童養護施設を主題とした研究においても教育社会学的研究の蓄積が今後一層

求められる。	

	

〈〈注注〉〉		

（1）現在では，「教護施院」は「児童自立支援施設」を指す。	
（2）児童養護施設は，戦前には「孤児院」と呼ばれ，「第一義的に保護，収容という大き	

な目的があり，児童の最低限の衣・食・住の確保」（橋本・明柴 2014,	p.127）を担
う役割があった。1942年には児童福祉法が公布され，「養護施設」という名称がつ
けられ，公的な児童福祉施設として認可されていった。	

（3）1988年には私立高校への進学も助成の対象となった（西本 2018）。	
（4）2011年 12月に，厚生労働省雇用機会均等・児童家庭局長より，「児童養護施設等及び

里親等の延長措置について」という通知が出された。この通知では，大学・専門学校

等への進学，就職又は福祉的就労をしたが生活が不安定で継続的な養育を必要とする

児童等に活用することができるとされている。これまでは，中学校卒業後に就職をし

たり，高校を中退したりした児童は，措置解除がなされていたが，この通知により，

措置の延長が制度上は可能となった。しかし，児童相談所の一時保護所にいる，児童

養護施設等への措置を待機している児童の多さや，職員不足から，措置延長に至らな

い場合も多い。	
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